
適用事業 　1,000㎡以上又は５区画以上の一団の土地の区画形質の変更（※）に関する事業　（自己

住宅建築用土地は、適用除外）

　（※）　土地の区画形質の変更とは、以下のとおり。

　　　　　①　区画の変更とは、道路、水路等で区画割りすること。

　　　　　②　形の変更とは、1.0ｍを超える盛土、又は2.0ｍを超える切土を生ずる行為。

　　　　　③　質の変更とは、宅地以外の土地を宅地として利用すること。

下妻市 茨城県

担当：建設課建築係 担当：県西県民センター建築指導課

TEL：0296-45-8127 TEL：0296-24-9154

関係機関との調整

宅地開発協議の申し出 宅地開発協議申出書受理

毎月15日締め切り
事務局による書類確認

正本、副本１部ずつ提出

審査用設計図書の提出

5部提出 宅地開発審査会

審査内容を市長に報告 宅地開発事業面積が

3,000㎡以上の場合

市長同意 市長不同意

意見書送付

協議通知等の受取り 協議通知、設計確認通知

事業内容変更等の届出 事業内容変更等届出書の受理

開発許可申請 （申請書類の経由） 開発許可申請書類の受理

都市計画法第29条関係

正本1部、副本2部提出

工事完了届出（市提出分） 工事完了届出書の受理

工事完了届出（県提出分） （工事完了届出書類の経由） 工事完了届出書の受理

工事完了検査

設計適合 設計不適合

検査済証の受理 検査済証交付

事業者


